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抄録

　地域包括ケアシステムの構築及び推進のためには，職員自らが，自治体の保険者としての機能レベルを客観的に評価し，

その機能をどのように強化すべきかを検討できることが必要である．そこで，本研究では，自治体の介護保険関連事業の実

施状況から，保険者としての機能を評価できる項目を選定することを目的とした．

　選定方法は，平成２１（２００９）年度に実施した全国調査の回答率や平成２４（２０１２）年度介護保険制度改正により，新たに付

加された保険者機能や海外の研究成果を参考として，先行研究で示された７分類４０項目を，エキスパートレビューにより，

５分類２４項目の新評価項目として選定し，さらに，これら評価項目には，現行法令・通知による法的な根拠があることを示

した．

　本研究の結果から自治体職員が，強化すべき保険者機能やそのレベルを認識できる２４項目が示されたが，今後の課題は，

とくに，未熟なレベルと評価された自治体における地域包括システム構築及び推進のための丁寧なガイドラインが提示され

ることといえる．
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Ⅰ．研究の背景

　「地域包括ケアシステム」の構築は，要介護高齢者等が

安心して安全に地域で生活を継続できることが目的であり，

高齢者の長期ケアを施設中心から，地域での在宅生活へと

転換するためのシステムづくりといえる．このシステムの

実現に向けた取組みを進めるため，平成２３（２０１１）年６月

２２日に公布された「介護サービスの基盤強化のための介護

保険法等の一部を改正する法律」によって，定期巡回・随

時対応型訪問介護・看護等の新たなサービス類型の創設等

もなされたところである．

　また，前述した法律では，地域圏域内での介護と医療と

の連携を強めるために，保険者としての機能の強化が求め

られており，今回の第５期介護保険事業計画の策定では高

齢者が可能な限り住み慣れた地域で，その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう，①介護，②

予防，③医療，④生活支援，⑤住まいの５つのサービスを

一体的に提供するという考え方を基本としながらも高齢者

や高齢者を取り巻く地域の事情，特性などを反映させた上

での，その地域にふさわしいサービス提供システムとして

の「地域包括ケアシステム」の構築が求められた．

　このシステム構築に際しては，国が画一的にシステム構

築の方法やその目標を示し，同一の内容を地域で実施させ

るという方法での実現は不可能であることから，自治体が

自ら設定した地域圏域に相応しい「地域包括ケアシステ

ム」を構築することとされている．したがって，この実施

には，各自治体の介護保険における保険者機能の強化が求

められる．

　筆者らは，平成２０（２００８）年に地域包括ケアシステムの

中核を担うべく設置された全国の地域包括支援センターを

対象に実施してきた調査分析 [１] を通して，このセンター
の機能に設置自治体の介護保険事業への取り組みの姿勢や

保険者としての体制が大きく影響を与えているという仮説

をたて，平成２１（２００９）年には，これを設置する自治体の

保険者機能を評価するための調査票を作成した [２]．
　その際に用いられた調査票の項目は，エキスパートレ

ビューによって，以下の７カテゴリが設定され，「（１）事

業計画・政策立案の状況」，「（２）地域連携の仕組みづく

り」，「（３）自治体としての地域包括支援センター職員への

支援」，「（４）介護支援専門員（ケアマネジャー）支援」，

「（５）介護サービス事業者支援」，「（６）サービスの苦情・

相談体制」，「（７）高齢者虐待対応・権利擁護対応・やむを

得ない事由による措置・成年後見制度等」，これらの下位

項目としては，４０項目が選定された．

　これらの項目を網羅した調査票により，全国すべての自

治体を対象に調査した結果，介護保険事業への取り組みの

程度には，自治体ごとに大きな差があることが明らかにさ

れた [３]．この結果は，今後，整備される予定の「地域包括
ケアシステム」にも大きな差異が生じることを予想させた．

　また，この結果からは，自治体の介護保険担当職員や，

これと連携して働く関係職員らは，介護保険制度の保険者

として，さらには，その当事者として，自治体が果たさね

ばならない介護保険にかかわる責務を十分に理解していな

いのではないかとの疑念を生じさせる内容が示されていた．

　すでに，平成１７（２００５）年の介護保険制度改定時に，国

はこのシステムの推進を謳っており，これまでその推進方

法としては，埼玉県和光市をはじめとしたいくつかの先進

的な市町村の取り組みをベストプラクティスとして紹介し，

これらの取り組みを基礎とした計画策定手法等が提案され

てきた．

　この方法は，自治体職員にとっては，最終的な地域包括

ケアシステムの在り方を具現化してみせたという点におい

て有用であった．つまり，自らが所属する自治体を客観的

に評価するという視点に立てば，これら先進自治体と自ら

の自治体との差異を認識できるという点で有効な方法で
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あったといえる．

　しかし，目標に向かう道筋の第一歩，すなわち，自らの

自治体で講じるべき第一の施策を決定するには，そのシス

テムの構築段階の差異が大きすぎることは，たとえ，実現

までの道筋が標準的な手法として示されたとしても，これ

を自治体で実現していくのには，大きな困難があったもの

と予想される．

　なぜなら，これは，いわば特殊例を一般化するという方

法となり，自治体職員に一般化への高度な政策立案・推進

能力を要求することを意味していたからである．このため，

当該部署での政策立案・推進能力が一定水準に達しておら

ず，システムが未構築の自治体では，ベストプラクティス

による推進策は，実現までに多様な障害があることを明確

にはしたが，自治体職員の職務へのモチベーションの向上

には有効ではなく，結果として，その取り組みには大きな

差が示されることとなった．

Ⅱ．研究目的

　本研究では，自治体職員が自らの自治体の保険者機能が

どのレベルにあるかを客観的に評価でき，それを十分に認

識できるような項目を選定することを目的とした．

　なお，選定にあたっては，自治体職員が実施の根拠を明

確にできるよう各評価項目の法的根拠が対応していること

を条件とした．

　このための第一段階としては，平成２１（２００９）年度の全

国自治体への保険者機能の調査結果の回答率を基礎データ

とし，現状の自治体の保険者機能の高低や，項目による回

答傾向を分析した．

　第二段階では，自治体の保険者機能として具備せねばな

らない内容の根拠となる法令・通知を整理し，自らが評価

する項目が自治体職員に実施すべき施策や事業であること

を理解しやすいよう，項目との関係を明示した．

　これらの結果を踏まえて，自治体職員が自らの自治体の

保険者機能を容易に認識し，評価できることを目的とした

新たな評価項目を選定した．

Ⅲ．研究結果

１．自治体における保険者機能の実態 [４]
　平成２１（２００９）年度の全国自治体における保険者機能の

調査結果から，最も実施割合が高かった事業項目としては，

「地域包括支援センター運営協議会がある」が９４.７％と示
されていた．次いで，「介護サービスに関する市民からの

苦情・相談に関する窓口（相談部署）の明確化」が９２.４％，
「地域密着型（介護予防）サービス事業所に対する監査の

実施」が９１.７％と示された．
　逆に，実施割合が低かったのは，「介護サービス事業者

の活動指針やマニュアル等を編集・発行」が最も低く３.７％，
「地域包括支援センター運営協議会の部会がある」５.０％，
「地域の関係機関と連携した地域連携パスの作成に携わっ

たことがある」８.５％と示された．このように自治体によっ
て，実施している事業内容に大きな差異があることが明ら

かにされた．

　次に，７カテゴリ別の保険者機能別の平均実施割合では，

「（７）高齢者虐待対応・権利擁護対応等」が５７.９％，「（６）
サービスの苦情・相談体制」が５５.９％，「（５）介護サービス
事業者への支援」が５２.２％，「（４）介護支援専門員への支
援」５０.９％となっており，この４つのカテゴリが５０％以上
を超えていた事業内容と示された．

　このように，高齢者虐待対応・権利擁護対応等のカテゴ

リの実施割合が，調査結果全体の実施割合と比較して相対

的に高かったのは，この機能が自治体の保険者機能として

義務付けられていることが明確で，優先度が高い内容と職

員に理解されていたためと考えられた．

　また，高齢者虐待防止法第３条第１項で，「国及び地方

公共団体は，高齢者虐待の防止，高齢者虐待を受けた高齢

者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を

行うため，関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の

間の連携の強化，民間団体の支援その他必要な体制の整備

に努めなければならない」とされ，この事業がセーフティ

ネットとしての自治体の責務を示すものと認識されていた

ことが理由と考えられた．

　同様に，高齢者虐待防止法第１６条で，「市町村は，養護

者による高齢者虐待の防止，養護者による高齢者虐待を受

けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施す

るため，老人福祉法第２０条の７の２第１項に規定する老人

介護支援センター，介護保険法第１１５条の３９第３項の規定

により設置された地域包括支援センター，その他関係機関，

民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない．」

と明記されており，在宅介護支援センターや地域包括支援

センターとの連携協力体制の構築を義務付け，「この場合

において，養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応

することができるよう，特に配慮しなければならない．」

とされている．

　これらの内容は自治体職員にとっては，実施すべき事項

が明確で，法的根拠も明らかであったことが実施割合を高

くしていたと説明できる．

　設問ごとにみてみると，「高齢者虐待や権利擁護に関す

る関係機関との連絡・連携組織を設置しているか」は

６０.２％，「高齢者虐待の通報があったケースについて，地
域包括支援センターと連携して，事実確認・カンファレン

スを実施しているか」は８７.０％と示され，これらの項目に
おける実施割合が高かったのは，前述と同様の理由による

と考えられた．

　この他に実施割合が高かったカテゴリとしては，「介護

支援専門員への支援」があり，設問ごとに見ると，「サー

ビスの質の向上に向けた介護支援専門員の育成や困難ケー

ス等に対する後方支援体制が整っている」は７９.０％，「介
護支援専門員に対して，連絡協議会などを設置して，研

修・育成を実施している」は６９.８％，「保険者としてのケア
プランチェックやケアプラン評価の実施」５５.６％と示され，
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これらは，自治体の概ね５０％程度が実施していた．

　このうち，「介護支援専門員から相談のあった処遇困難

ケースに対して，地域ケア会議やカンファレンスの開催な

どの後方支援体制が整っているか」に関しては，７９.０％と
いう高い実施割合が示されていた．

　また，「介護サービス事業者への支援」というカテゴリ

もその実施割合は高かった．これは，自治体が保険者とし

て，介護サービス事業者の育成や後方支援体制を整えてい

るかといった介護保険法で規定されている地域密着型サー

ビス事業者の指定や指導の適切な実施状況や，介護サービ

スの内容や自治体独自の高齢者福祉サービスを紹介する

「しおり」や「ガイドブック」「介護サービス事業者リス

ト」を作成し，ケアマネジャーや市民等に配布しているか，

といった内容を問うたものであった．

　これらは保険者機能というだけでなく，自治体の機能と

して基本となる市民サービスを問うたものといえ，平均実

施割合８９.２％と高いことは当然ともいえる．
　一方，実施割合が低かったのは，「（１）介護保険事業計

画・政策立案の状況」３８.７％，「（２）地域連携の仕組みづく
り」３３.３％，「（３）自治体としての地域包括支援センター
職員への支援」３５.７％で，これら３カテゴリの平均実施割
合はいずれも３０％台と低かった．

　とくに，「（２）地域連携の仕組みづくり」は，７カテゴ

リ中で最も低い３３.３％であった．この施策内容は，２４年の
介護保険改正で，明確にされた自治体の機能であるが，こ

のカテゴリを構成していた設問は，第一に，医師会，歯科

医師会，保健所，地域包括支援センター，福祉事務所，ケ

アマネジャー等の保健・医療・福祉・介護の関係機関によ

る地域ケア会議や連携会議の設置や開催の状況であり，そ

れまでは自治体職員にとって，これが保険者機能との認識

はなかった可能性もある．

　また，ここで調査した「地域ケア会議」は，会議の名称

は地域によって異なると思われるが，関係機関の代表者レ

ベルによる「地域全体の連携推進のための会議」と，実務

担当者レベルによる「地域ケア会議」の階層別の会議の開

催は，それぞれ２８.８％，６６.６％であり，地域全体での実施
割合はかなり低かった．これは，地域包括ケアシステムに

おける「統合」のレベルの考え方に当てはめると，臨床的

統合から組織的統合注１）への道筋が容易でないことを示し

ていた．

　第二は，連携の仕組みづくりの中で，医療と介護の連携

を保険者がどのように主導しているか，あるいは主導はし

ていなくても，どのような関わりを行っているかを調査す

るために，「地域の急性期病院との連携のための会議」や

「地域の回復期病院，維持期リハ関連施設との連携のため

の会議」の実施状況を調査したが，この結果は，いずれも

１１.９％と低かった．
　これに加えて，この会議を「自治体が主催しているかど

うか」も調査したが，さらにその実施率は低く，それぞれ

６.２％，６.４％であり，ほとんどの自治体がこれを主導して
いなかった．この結果は，自治体内のシステムの垂直的統

合注２）はすすんでいないことを示していた．

　第三に，医療と介護の連携のツールづくりについての自

治体の関与は，「地域の関係機関，ケアマネジャーを組織

化したネットワークを整備」の実施が２６.１％で，「地域の
医療機関，介護保険施設，居宅サービス関係者と連携した

地域連携パス注３）の作成に保険者として携わったことがあ

るか」については，さらに低く，８.５％と示され，実施し
ている自治体は，ほとんどなかった．

２．調査項目の削除及び統合に関して

　前述した先行研究で用いた７カテゴリのうち，「（１）介

護保険事業計画・政策立案の状況」のカテゴリは，自治体

が保険者として，長期ビジョンやまちづくりの視点を持っ

ているかどうかを調査する項目として選択されたもので

あった．

　このカテゴリが選定されたのは，保険者に「地域包括ケ

アシステム」に関する明確な「長期ビジョン」がなければ，

「地域の連携を主導すること」はできず，行政と地域包括

支援センターの役割分担も明確にならないためである．そ

して，これらのカテゴリには，保険者がこの長期ビジョン

をもつためには必須の情報といえる保険者としての事業計

画の進捗状況の把握・点検，給付分析，ニーズ調査等につ

いてが以下に示すように，設問とされていた．

　まずは，「長期ビジョン」の視点の有無を評価するため

に「団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年の推計の実施状

況」を設問としたが，これを実施していた自治体は２１.７％
と低かった．

　次に，「（３）自治体としての地域包括支援センター職員

への支援」というカテゴリでは，「自治体として地域包括

支援センターの定期的な連絡協議や情報共有の場を設定し

ているか」は７０.９％と高かったが，「地域包括支援セン
ターの職員を対象とした研修を主催しているか」は２３.５％
と低かった．

　このカテゴリでは，保険者と地域包括支援センターの関

係性や情報共有の状況に関する設問に加えて，「地域包括

支援センターからの提案・要望等に基づき，事業や講座等

を新規に実施しているか」を設問としたが，その結果は

１８.７％と低かった．「地域包括支援センターの評価を実施
しているか」は３１.８％と若干高かった．
　これらの設問は，施策立案時に，地域包括支援センター

など介護の現場を把握している職員の意見を反映している

かを尋ねたものである．これは保険者として自治体がシス

テム構築をする際の姿勢を調査したわけだが，この結果か

らは，多くの自治体が地域包括ケアシステムに関する業務

を地域包括支援センターと協働しているという認識が希薄

であることを示していた．

　以上の結果から，「（４）介護支援専門員（ケアマネジャー）

支援」，「（５）介護サービス事業者支援」，「（６）サービスの

苦情・相談体制」の中から，すでに５割以上の自治体で実

施されていた項目や相関が高かった項目等を整理した．さ

らに「介護支援専門員（ケアマネジャー）支援」は「介護
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サービス事業者支援」として統合した．

　以上の平成２１年度調査の回答率等の検討や，平成２４

（２０１２）年度介護保険制度改正により，新たに付加された

保険者機能についての内容を含め，項目の整理を行った．

　また，integrated careに関するシステマティックレ
ビューを通して，Health system integration における成功
する１０の原則としてSuterらが示した研究成果 [５] を参考
とする項目も検討した．

　さらに，地域包括ケアシステムの構築に際して，これを

担当する部署の業務のコーディネートの程度について，昨

年度，筆者らの研究事業で開発された統合の程度を評価す

る尺度 [６] を用いた項目を追加した．
　これは，複数所管課にまたがって，調整が必要と思われ

る地域包括ケアシステムに対する組織の整備状況の程度を

評価することを目的とした項目である．

　「５．パフォーマンスマネジメント」は，自治体の機能

として地域包括支援センターのパフォーマンスの評価の継

続的実施は必須であることから，「自治体（保険者）とし

て，地域包括支援センターの評価を行っていますか．」を

新設し，５分類２４項目を選定した．

　新たな評価項目の妥当性を検証するための調査にあたっ

ては，任意の自治体の介護保険担当職員，地域包括支援セ

ンター職員の３名に，ヒアリング形式にて，プレ調査を実

施し，修正を行った．この結果から示された新旧調査票の

カテゴリとその項目数は，表１の通りである．

３．評価項目の選定の根拠とした法律

　平成２１（２００９）年度調査項目のうち，今回，選定された

評価項目（表２）に関する法令・通知による根拠を示した．

①第１カテゴリ「事業計画・政策立案の状況」を構成する

項目と法的根拠

　第１カテゴリ「事業計画・政策立案の状況」を構成する

項目は，介護保険法（市町村介護保険事業計画）第１１７条

『市町村は，基本指針に即して，三年を一期とする当該市

町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関

する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という．）を

定めるものとする．』を根拠とした設問である．

　基本的には，自治体においては，事業計画に基づく制度

運営が開始された後に，次期事業計画の策定に向けての情

報収集と分析が始まっている．このため，当期の事業計画

の目標に照らし，成果の検証が必要とされる．その検証結

果と時間の経過に伴って変化する新たな課題を加味しなが

ら，次期事業計画を検討するといったプロセスの意義が設

問となっている．

　まず，設問１－１）「介護保険事業計画の進捗状況を定

期的に点検していますか．」は，財政運営上，計画（見込

み）に対して給付状況（現状）がどう推移しているかを点

検しているかを問うており，同第１１７条，介護保険事業に

係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針

として「平成１８年厚生労働省告示第３１４号第二－四－３」

として通達された内容注４）があることから，自治体として

は，必須の業務と考えた．

　次の，設問１－２）の「介護保険給付状況の分析を行っ

ていますか」についても同様に，「介護保険法第１１７条の介

護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための

基本的な指針（平成１８年厚生労働省告示第３１４号）第二－

二－１」注５）が根拠となると考えた．

　また，この事業が自治体にとって重要な理由は，日常生

活圏域ごとにどのような支援を必要とする人がどの程度存

在するかを的確に把握するための給付分析・ニーズ調査を

実施のうえ，圏域毎に必要なサービス量を盛り込んだ事業

計画の策定を行う必要があるからで，データの分析がない

ところには，計画もできないことから，設問とした．

　次の，設問１－３）「２０２５年に向けた中長期的な高齢者

人口，高齢化率，要介護高齢者の推移を推計しています

か．」，と設問１－４）「２０２５年に向けた中長期的な要介護

高齢者増に対応する自治体（保険者）としての介護基盤整

備方針を検討していますか．」も「同法第１１７条，介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的

な指針（平成１８年厚生労働省告示第３１４号）第一－二」注６）

によると考えた．

　以上のようなこれらの設問は，団塊の世代が７５歳以上と

なり高齢化がピークとなる２０２５年に目指すべき地域包括ケ
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表１　自治体の保険者機能評価項目の平成２１年と２３年度のカテゴリ及び項目数の比較

平成２３年度
評価項目数

平成２１年度
調査票項目数保険者機能評価のためのカテゴリ　　

５７「事業計画・政策立案の状況」１

２５「地域連携の仕組みづくり」２

３４「自治体としての地域包括支援センター職員への支援」３

８

５「介護支援専門員（ケアマネジャー）支援」４

６「介護サービス事業者支援」５

４「サービスの苦情・相談体制」６

６９「高齢者虐待対応・権利擁護対応・やむを得ない事由による措置・成年後見制度関連」７

２４４０合計



アシステムを構築することを念頭に，要介護高齢者数の増

大，単独・夫婦のみ世帯の増加，認知症を有する高齢者の

増加，医療と介護の双方を要するものの増大など，要介護

高齢者の状態像の変化を踏まえて，自治体が介護基盤整備

方針を検討すべきことから設定された項目といえる．

　設問１－５）「高齢者のニーズに応じた自治体（保険者）

独自の施策（一般財源事業）やサービスがありますか．」は，

今回の改正で追加された「介護保険法第５条第３項」注７）

を根拠とし，自治体は，保険者としての立場を超えて，地

域住民全体の福祉の向上を目指す政策主体としてニーズ調

査，計画策定，政策立案などを行うべきという観点から，

選定された項目である．

②第２カテゴリ「地域連携の仕組みづくり」を構成する項

目と法的根拠

　設問２－１）の「医師会，歯科医師会，保健所，地域包
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表２　自治体の保険者機能を評価するための項目

「事業計画・政策立案の状況」についてお伺いします．問１　

介護保険事業計画の進捗状況を定期的に点検していますか． （※ここでは財政運営上，計画（見込み）に対して給付状況
（現状）がどう推移しているかを点検しているかお尋ねしています．）１－１）

介護保険給付状況の分析を行っていますか． １－２）

２０２５年に向けた中長期的な高齢者人口，高齢化率，要介護高齢者の推移を推計していますか． （※部内資料であっても推
計していただいていれば「１．はい」とお答えください．）１－３）

２０２５年に向けた中長期的な要介護高齢者増に対応する自治体（保険者）としての介護基盤整備方針を検討していますか． １－４）

高齢者のニーズに応じた自治体（保険者）独自の施策（一般財源事業）やサービスがありますか． １－５）

「地域連携の仕組みづくり」についてお伺いします．問２

医師会，歯科医師会，保健所，地域包括支援センター，福祉事務所，ケアマネジャー等の保健・医療・福祉の関係機関に
よる地域ケア会議や連携会議開催等の開催状況について，開催の有無とその頻度についてお答えください．２－１）

自治体（保険者）として，地域の医療機関，介護保険施設，居宅サービス関係者等と連携した地域連携パス（医療連携
パス）の仕組みがありますか． ２－２）

自治体としての地域包括支援センター職員への支援についてお伺いします．問３

自治体（保険者）として，地域包括支援センター（ブランチ・サブセンター含む）の定期的な連絡協議や情報共有の場を
設定していますか． ３－１）

自治体（保険者）として，地域包括支援センター（ブランチ・サブセンター含む）からの提案・要望などに基づいて，事
業や講座などを新規に実施したことがありますか． ３－２）

自治体（保険者）として，地域包括支援センターの評価を行っていますか． ３－３）

「介護支援専門員（ケアマネジャー）支援」「介護サービス事業者支援」についてお伺いします．問４

介護支援専門員（ケアマネジャー）の連絡協議会組織等を設置していますか． ４－１）

自治体（保険者）として，介護支援専門員（ケアマネジャー）を対象とした会議や研修会を定期的に主催していますか． ４－２）

自治体（保険者）として，ケアプランチェックやケアプラン評価を実施していますか． ４－３）

介護支援専門員（ケアマネジャー）から相談のあった「支援困難ケース」について，地域包括支援センターは関係機関
を集めた地域ケア会議やカンファレンスを開催していますか． ４－４）

自治体（保険者）として，介護サービス事業者ごとの連絡協議会組織等を設置していますか． ４－５）

自治体（保険者）として，介護サービス事業者を対象とした会議や研修会を定期的に主催していますか． ４－６）

自治体（保険者）として，介護サービスの内容や自治体独自の高齢者福祉サービスを紹介する「しおり」や「ガイド
ブック」「介護サービス事業者リスト」を作成し，ケアマネジャーや市民等に配布していますか． ４－７）

自治体（保険者）として，地域密着型（介護予防）サービス事業所に対する指導・監査の状況についてお答えください．４－８）

高齢者虐待対応・権利擁護対応・「やむを得ない事由による措置」・成年後見制度関連についてお伺いします．問５

自治体（保険者）として，「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（平成１８年４月厚生労
働省老健局）だけではなく，その内容を補完するような自治体（保険者）独自の高齢者虐待の対応マニュアルや方針を
作成していますか． 

５－１）

高齢者虐待や権利擁護に関する関係機関との連絡・連携組織を設置していますか． ５－２）

高齢者虐待の通報があったケースについて，地域包括支援センターと連携して，事実確認・カンファレンスを実施してい
ますか． ５－３）

高齢者虐待対応用の一時保護施設やシェルターを確保していますか． ５－４）

成年後見制度について，市町村長申立の仕組みを設けていますか． ５－５）

老人福祉法上の「やむを得ない事由による措置」が必要であると判断した場合に施設入所措置などを含め権限を行使し
た平成２２年度の件数をお答えください．５－６）



括支援センター，福祉事務所，ケアマネジャー等の保健・

医療・福祉の関係機関による地域ケア会議や連携会議開催

等の開催状況について，開催の有無とその頻度についてお

答えください．」という設問は，今回の法改正で明示され

た連携の核となる地域ケア会議等についての実施状況を聞

いており，具体的な内容としては，地域ケア会議，個別

ケース担当会議，地域全体の連携推進のための会議の状況

を聞いている．

　これまでも，地域包括支援センター運営協議会について

は，「介護保険法第１１５条の４５第４項（改正前条文）」，「介

護保険法施行規則第１４０条の６６第４項」注８）．また，個別

ケース担当会議（地域ケア会議）及び地域全体の連携推進

のための会議については，「第１１５条の４６第５項（今回の改

正で新設）」注９）に示されてきた．

　これまでも地域包括支援センター運営協議会は，地域包

括支援センターの運営を地域の関係者全体で協議し，適切，

公正かつ中立的な運営を確保しているかどうかの評価をす

る場として置かれていたわけだが，今後は，さらに地域包

括ケアシステムの基盤整備や地域の関係者間のネットワー

クの構築など，地域包括支援センターの運営や活動を支援

する役割を強化することが期待されている．

　また，地域包括支援センターは，介護保険サービスのみ

ならず，インフォーマルサービスとの連携や，介護サービ

ス担当者，医療関係者，民生委員など地域資源や人材を

コーディネートする役割を担う機能を持っているとされて

きた．しかし，これまでは医療との連携などで，個々の介

護支援専門員によるケアマネジメントでは効果的な支援が

実現できないケースもあった．このような場合には，これ

からは介護サービス担当者，医療関係者，本人，家族，民

生委員などを招集した地域ケア会議の開催等を通じて，管

轄の地域包括支援センターが総合的に支援していくことが

想定されている．

　したがって，自治体は地域包括支援センターの責任主体

として，運営協議会などを活用しながら，センターが円滑

に運用されるよう，環境整備や必要な支援などを自治体自

らの責任において推進せねばならないとされたことから，

この項目を選定した．

　設問２－２）「自治体（保険者）として，地域の医療機

関，介護保険施設，居宅サービス関係者等と連携した地域

連携パス（医療連携パス）の仕組みがありますか」という

設問は，「介護保険法第１１７条の介護保険事業に係る保険給

付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成１８年

厚生労働省告示第３１４号）第二－二の二－８」注１０）という

今回の改正案で新設された内容に拠っている．

　平成２１（２００９）年度調査の実施割合は，きわめて低かっ

たものの，要介護状態になっても，可能な限り住み慣れた

地域において継続して生活していくための地域包括ケアシ

ステムの構築には，地域の在宅医療と介護の連携は必須で

あり，これが保険者の責務として実施されることが期待さ

れている．

　たとえば，すでに武蔵野市等で利用されている，「脳卒

中地域連携パス」や「認知症連携シート」などのように，

地域内の保健・医療・介護の連携を円滑に実施するための

ツールとして，地域連携パスを作っていくことは自治体の

責務であるとして，これを設問とした．

③第３カテゴリ「自治体としての地域包括支援センター職

員への支援」を構成する項目と法的根拠

　設問３－１）の「自治体（保険者）として，地域包括支

援センター（ブランチ・サブセンター含む）の定期的な連

絡協議や情報共有の場を設定していますか．」は，現在，

直営，委託を問わず地域包括支援センターは市町村（保険

者）の責任において運営されることになっている．また，

「改正介護保険法１１５条の４７」において，自治体である市町

村は“方針を示して委託する”ように明文化された．

　このように自治体が明確に方針を示すためには，保険者

と地域包括支援センターが定期的に意思疎通と協議が行わ

れなければ方針を作ることも徹底することもできないため，

これを設問とした．

　この内容は，Leutzの示すintegrationのレベルとしては，
必要に応じた照会による連携であるlinkageから定期的な
報告や会議によってなされる連携であるcoordinationレベ
ル [７] を目指しており，これは，coordinationを推進するた
めの事業実施方針の明示義務規定の追加として，「介護保

険法の第１１５条の４７」注１１）で明確にされたものともいえる．

　設問３－２）は「自治体（保険者）として，地域包括支

援センター（ブランチ・サブセンター含む）からの提案・

要望などに基づいて，事業や講座などを新規に実施したこ

とがありますか．」という設問である．

　これは，市町村が示した方針が地域包括支援センターの

実践の中でどのような効果をもたらしているのか，またそ

の方針についての見直しの有無など，方針を実践に照らし

たモニタリングは必須といえる．このために，市町村は地

域包括支援センターから提案や要望を受ける体制を持って

おくべきと考え，設定した項目である．

　また，自治体が提案や要望は受けるだけ，あるいは，そ

の後，何もしなければ，センターからは，提案も要望もあ

がってこなくなってくる危険性がある．したがって，自治

体は，受けた要望を事業に反映させることで，地域の実情

に則した地域包括ケア体制に近づくことを理解しなければ

ならないと考え，この設問を選定した．

　設問３－３）の「自治体（保険者）として，地域包括支

援センターの評価を行っていますか．」は，今後の地域包

括支援センターの機能強化の方策が検討される際に，その

評価は必須となることを想定してつくられた．

④第４カテゴリ「「介護支援専門員（ケアマネジャー）支援」

「介護サービス事業者支援」を構成する項目と法的根拠

　設問４－１）「介護支援専門員（ケアマネジャー）の連

絡協議会組織等を設置していますか．」，設問４－２）「自

治体（保険者）として，介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）を対象とした会議や研修会を定期的に主催してい
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ますか．」，設問４－３）「自治体（保険者）として，ケア

プランチェックやケアプラン評価を実施していますか．」

の３つの設問は，「介護保険法第１１５条４４の五」の「（前略）

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被

保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証，

その心身の状況，介護給付等対象サービスの利用状況その

他の状況に関する定期的な協議その他の取組みを通じ（後

略）」との記載に法的根拠があると考えて，設定した項目

である．

　この実施に際しては，居宅サービス計画を作成する介護

支援専門員（ケアマネジャー）との協議は不可欠で，協議

により明らかになった課題等は個別ケアにつなげるだけで

なく，自治体が，これを共通課題として多くの介護支援専

門員（ケアマネジャー）へ周知し，介護支援専門員（ケア

マネジャー）が自ら取り組めるようにすることは，自治体

にとっては，全体のケアマネジメントの質を向上させる責

務を果たすために必須の業務である，こういった取り組み

を継続的に実施させていくためには，介護支援専門員（ケ

アマネジャー）の組織化は有効であり，これについても自

治体が積極的に支援すること等は．必ずしも，組織化を行

政主導ですすめることがなくても必要な取り組みといえる．

　また，自治体は，保険者として，介護支援専門員（ケア

マネジャー）組織とのかかわりは不可欠であることから，

この組織とのcoordinationレベルの連携の場の設定は，有
効な行政手段といえる．

　さらに，居宅サービス計画の検証等で確認された課題の

修正のためには介護支援専門員（ケアマネジャー）向けの

研修が不可欠である．保険者としては，こういった研修の

開催をケアマネジャー団体任せではできない．したがって，

これらの施策は，すべて保険給付の適正化の一環として，

自治体が取り組むべき業務であり，「介護保険法第１１５条４４

の五」における「居宅サービス計画の検証」においても，

ケアプラン点検，評価は保険者の必須業務とされることか

ら，これらの項目を保険者機能を評価する項目とした．

　設問４－４）「介護支援専門員（ケアマネジャー）から

相談のあった支援困難ケースについて，地域包括支援セン

ターは，関係機関を集めた地域ケア会議やカンファレンス

を開催していますか．」は，まず，地域包括支援センター

の設置運営は，「老健局３課長通知：４（１）④，（老健局３

課長通知）：２（４）（ウ）（エ）」に示されており，地域包括

支援センターの包括的・継続的ケアマネジメントの業務と

して，「介護支援専門員（ケアマネジャー）との連携」，「介

護支援専門員（ケアマネジャー）に対する後方支援」，「介

護支援専門員（ケアマネジャー）が抱える支援困難事例等

への指導助言」は，センターが設置された当初から実施が

求められてきた．

　特に，個別事例への後方支援や指導助言には，ケア会議

やカンファレンスの開催が必須とされる．支援困難事例に

は，虐待事例に対するやむを得ない措置（老人福祉法）や

成年後見人の首長申立て等，行政権限の発動が必要とされ

る場合もあることから，自治体（保険者）による主催，参

加は必須といえ，設問とした．

　設問４－５）「自治体（保険者）として，介護サービス

事業者ごとの連絡協議会組織等を設置していますか」，設

問４－６）「自治体（保険者）として，介護サービス事業

者を対象とした会議や研修会を定期的に主催しています

か」は，「介護保険法第１１５条４４の五」に「介護給付等対象

サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議そ

の他の取組を通じ」と示されているように，自治体による

coordinationレベルの場の設定を問うたものといえる．
　以上のように，これらの項目は，自治体がサービス利用

状況を常時，把握しており，給付管理をケアマネジャーだ

けに任せないという姿勢を示すことであり，介護サービス

事業所との定期的な協議という仕組みがあることは，自治

体自身が適正な給付管理をするための前提要件を評価する

項目といえる．

　設問４－７）は，「自治体（保険者）として，介護サー

ビスの内容や自治体独自の高齢者福祉サービスを紹介する

「しおり」や「ガイドブック」「介護サービス事業者リス

ト」を作成し，介護支援専門員（ケアマネジャー）や市民

等に配布していますか．」といった項目は，平成２１（２００９）

年度の調査でも高い実施率を示した項目であったが，こう

いった地域包括支援センターの周知度を高めるための努力

規定としては，「『地域包括支援センターの設置運営につい

て』（通知）の９」に「地域住民にもセンターの存在を周

知することが重要であることから，地域住民に対して広報

等を通じて周知を図るものとする」と規定されている注１２）．

またこのような住民への周知に関する項目の根拠としては，

「地域支援事業の実施について」（局長通知）でも，成年後

見の周知が謳われている．

　しかし，現時点では，未だ成年後見制度は，十分に活用

されておらず，自治体としては，保険者として，市民に対

しては，サービスの選択を保証するためにも各種サービス

や事業所の情報を周知する義務があるものと考え設問とし

た．なお，周知の対象として介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）をあげたのは，間接的に市民への情報提供に有効

であるとの臨床知見による．

　自治体は，地域包括支援センターの運営責任を持ってお

り，特に複数の地域包括支援センターを設置する市町村で

は，地域包括支援センター任せにするのではなく，広域的

な情報の住民への周知に義務を負うことから設定された項

目といえる．

　次の，設問４－８）「自治体（保険者）として，地域密

着型（介護予防）サービス事業所に対する指導・監査の状

況についてお答えください」という設問は，地域密着型

（介護予防）サービス事業所に対する実地指導の状況につ

いて，平成２３（２０１１）年度調査では，「１．全事業者に対

して行っている」が５４.０％と５割程度と示されだが，一方，
「２．一部の事業者に対して行っている」は２０.４％であっ
た．

　このように，実地指導を実施している割合は概ね５割と

いったところであるが，これは介護保険法で規定されてい
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る地域密着型サービス事業者の指定や指導が適切に実施さ

れていないことを示唆している．

　今後は，この実地指導についての標準的なマニュアルが

整備されなければならないだろうが，少なくとも自治体と

して，どのように実施指導を行うべきか等の方針を明らか

にするということは，行うべき業務であると考え，設問と

した．

⑤第５カテゴリ「高齢者虐待対応・権利擁護対応・「やむ

を得ない事由による措置」・成年後見制度関連」を構成

する項目と法的根拠

　設問５－１）「自治体（保険者）として，「市町村・都道

府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」

だけではなく，その内容を補完するような自治体（保険

者）独自の高齢者虐待の対応マニュアルや方針を作成して

いますか．」と，５－２）「高齢者虐待や権利擁護に関する

関係機関との連絡・連携組織を設置していますか」，５－

３）「高齢者虐待の通報があったケースについて，地域包

括支援センターと連携して，事実確認・カンファレンスを実

施していますか」といった一連の設問は，「高齢者虐待の防

止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下，高

齢者虐待防止法）第３条・第１６条」注１３），「市町村・都道府県

における高齢者虐待への対応と養護者支援について」注１４）

にその義務規定が示されていることから設問とした．

　ここで求められているマニュアル作成は，すでに厚労省

が示している「市町村・都道府県における高齢者虐待への

対応と養護者支援について」というマニュアルをそのまま

利用しているという自治体も少なくないが，地域包括ケア

システムの構築に際しては，当該自治体圏域内の地域特性

等（近所付き合いや顔がわかる人間関係等）を反映させた

マニュアルの作成が望まれており，こうした取り組みがな

されているかを問う項目として設定した．

　また，自治体独自のマニュアル作成は，介護保険担当課

だけでは困難で関係各課との連携という臨床的統合の状態

となっていることが前提となる．したがって自治体は，こ

のマニュアルの作成にあたっては，地域包括支援センター

に集約されることになるはずの現場の事例やその対処方法

を，いかに施策として実施できるかを考えなければならな

い．

　地域の実情等の情報収集，とくに高齢者虐待にかかる相

談・通報者は介護保険制度と直接関連しない民生委員や町

内会，警察，医療機関等，広範囲に及んでいる．これらの

多種多様な機関が有機的に連携することで虐待を未然に防

止，軽減できると想定され，またこれらが実現されている

ことは重要であると考え，これを設問とした．

　設問５－４）「高齢者虐待対応用の一時保護施設やシェ

ルターを確保していますか（居室の確保）」，という設問は，

「高齢者虐待防止法第１０条」注１５）による措置を自治体が実

施せねばならないことを根拠として設定した項目である．

　例えば，自治体は，養護者との分離が必要な世帯が発生

した場合，措置を実施するまでの間は，高齢者を保護する

居室の確保が必要とされる．こういった対応を可能にする

ためには，ひとつの自治体で難しければ，近隣市町村との

共同や，都道府県と共同で設置することも検討すべきで，

これらの連携の状況等も含めて評価しようとした項目と

なっている．

　設問５－５）「成年後見制度について，市町村長申立の

仕組みを設けていますか」，設問５－６）「老人福祉法上の

「やむを得ない事由による措置」が必要であると判断した

場合に施設入所措置などを含め権限を行使した平成２２年度

の件数をお答えください」との一連の設問は，「高齢者虐

待法第９条」注１６），「同法２８条」注１７）を根拠とした業務が実

施されているかを評価しようとした項目である．

　成年後見に関係する事件に占める市町村長申立の占める

割合は，すでに１０パーセントをこえ，年々増加している．

また認知症高齢者，高齢者単独世帯の増加に伴い，この申

し立ては，増加すると予想される．

　このため，平成２４年４月１日施行の後見等に係る体制の

整備等では，「老人福祉法第３２条の２」注１８）により詳細が

示され，また，「高齢者虐待防止法第９条」の通報を受け

た場合の措置における「やむを得ない事由による措置」

（居宅における介護等）及び「老人福祉法第１０条の４」に

よる訪問介護，通所介護等の利用といった内容注１９）を検討

すべきとされた．

　このように，高齢者虐待の事例は，虐待を受けた高齢者

の保護を最優先し，やむを得ない措置であることを認識し

て，何らかのサービスを受けてもらうことも選択肢となる．

　したがって，ここで設定された項目は，自治体は通報等

を受け，調査等を行った際に，まず，高齢者保護の緊急性

等を，管理職を含めた会議で判断しなければならないとい

う，いわゆる初動対応に関するマニュアルが整備されてい

るかを評価しようとした項目である．

　また，高齢者の実態を把握して，その支援の有効性を考

えるだけでなく，実施した措置が適切であったかを自治体

として評価していくことも重要であり，こういった評価項

目も設定した．

　自治体職員にとっては，この施策や事業が法律に位置付

けられているか，その施策には，どのような意義があるか

を明確にしておくことは，施策の検討や，その実施の際の

有用な情報となる．本研究で示した法的根拠とその施策と

の関連する事項は，自治体職員にとっては，これらの施策

実態を評価しようとする際の動機付けにおいても有益であ

ろう．

Ⅳ．考察

　ベストプラクティスによる施策の推進は，これまでも多

くの行政施策に採りいれられてきた手法である．この方法

は，ある結果を得るのに最も効率のよい技法，手法，プロ

セス，活動などには，最も効率のよい技法，手法などが存

在するのだという考え方に基づいている．

　したがって，地域包括ケアシステムの推進にあたって，
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この方法が採用されたとするならば，すでにシステムを構

築している先進自治体のプロセスを模倣する，すなわち，

適切なプロセスを確立し，チェックと検証を行えば，問題

の発生や予期しない複雑さを低減させて，望ましい結果が

容易に，おそらくは短期間で実現できるものと想定された

と思料する．

　しかし，本来のベストプラクティスとは，多くの人々に

よって反復され，最も効率的で最も効果的であることが時

間をかけて証明されてきたという特徴をもつ．例えば，標

準化されたビジネスプロセス文書の様式は，多くの企業で

利用されてきたという実績を基に，最も効果的な様式が選

定されているものがベストプラクティスと呼ばれ，しかも，

常に刷新されることが特徴といわれる．

そもそもベストプラクティスは，変化のない固定的なもの

ではなく，常に学習し，改善し続ける精神そのものとの解

釈もあり，元来は，経営管理手法としてのベンチマーキン

グにおける，自社をその状態に近づけるべき最高水準の状

態として，比較分析の対象となるモデルを「ベストプラク

ティス」と呼んできたのである．

　これまで国が構築とその整備を求めてきた地域包括ケア

システムのベストプラクティスは，すでに多くの自治体で

構築がなされ，効果的な方法が確立し，その方法が証明さ

れている施策ではなかった．このために，このシステムも

また比較や分析の対象となりうるような事例とは言えな

かった．

　これまで紹介されてきた医療と介護の地域連携が進んで

いる事例をあえて類型化するならば，①行政主導型（和光

市，武蔵野市など），②地域の中核病院主導型もしくは地

区医師会主導型（尾道市など），③地域の中核的な社会福

祉法人や介護サービス事業者主導型（長岡市など）という

ような分類はできる．しかし，これらについては，特殊な

事例が紹介されていると感じている自治体職員は少なくな

かったと推察される．

　職員がこのように考える理由としては，我が国の自治体

は，人口規模や財政力，社会資源の多寡，独自の文化等，

多様な条件によって特徴づけられその数は現在１,６００にも
及んでいる．このため自治体職員としては，国が紹介した

先進自治体における地域包括ケアシステムの構築方法もま

た，その自治体が持つ特殊性によると考えても無理はない．

　さらに，ベストプラクティスを用いた推進手法には，自

治体職員に，先進自治体の特殊性を一般化するための高度

な政策立案・推進能力があることが前提とされている．し

たがって，これを持つ職員がそれほど多くないことが地域

包括ケアシステムの整備が遅々として進まないひとつの要

因とも説明できる．

　そこで，本研究においては，地域包括ケアシステム構築

の最初の段階として，まず自治体が実施すべき最低限の保

険者機能を明らかにした．また，この機能については，こ

れを発揮しなければならない法的根拠を示した．さらに，

選定された評価項目は，これに回答すれば，自治体職員は

自らの自治体の保険者機能を客観的に認識できることを目

指して設定されたものといえる．

　自治体職員は，これらの項目を評価することで地域包括

ケアシステム構築のための基盤強化として何をすべきかに

ついて，まずは実施割合が低いカテゴリから優先的に実施

するといった方法を採ることもできるし，５割に満たない

カテゴリから始めるといった方法を採ることもできるだろ

うし，様々な利用が考えられる．

　今日においては，このような地域包括ケアシステムを構

築するといった，大きな行政課題に対しては，現在の自治

体の保険者能力に応じた方策が明示されることが有効であ

る．いわば保険者能力の段階別のシステム構築の道筋が示

されるほうが，自治体の行政担当者にとっては施策の優先

度を決定しやすかったのではないかと推察する．

　すでに，先行研究によって，地域包括ケアシステムの構

築に影響する要因として，人口規模や財政力指数の影響が

大きいことは明らかにされている [８]．これらの要因を短
期間で変革することは，不可能である．

　このため，このような自治体の特性を配慮したベストプ

ラクティスの一般化の方法論は，再検討されるべきであろ

う．今後は自治体のレベルにあった地域包括ケアシステム

の推進のためのガイドラインが整備されることが望まれる．

Ⅴ．結論

　保険者（自治体）の特徴に応じた地域包括ケアシステム

の構築にあたっては，保険者が示す長期的なビジョンに基

づいた地域包括支援センターやその他の地域の社会資源と

の協働が望まれる．その際には，保険者と地域包括支援セ

ンターが，それぞれどのような役割を果すか明確にされる

べきであり，これについては，これまで十分な知見が得ら

れていなかった．

　しかしながら，地域包括ケアシステム構築に際して，保

険者の機能が強化されなければ，地域包括支援センターだ

けで，このシステムの構築できるはずもない．

　本研究によって示された評価項目に回答することで，自

治体は自らが強化すべき保険者機能のレベルを認識できる

可能性ができた．

　今後は，自らのレベルを認識できた自治体に対して提示

できるレベル別の推進方法を示したガイドラインが提示さ

れることが望まれる．

注

１）ここでいう地域連携パスとは，「脳卒中地域連携パス」

や「認知症連携シート」など，地域内の保健・医療・

介護の連携を円滑に実施するための紙媒体もしくは電

子媒体によるツールのことで，近年，医療機関同士の

連携パスはかなり多く活用されつつある．

２）統合はレベルをわけて考えることが重要であり，サー

ビス利用者に直接的な支援やケアに関わる者のレベル

「臨床的統合」，サービス提供事業所（者）間の活動を

調整，管理する「組織的統合」，国や県など地理上の
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区分からサービスの有効性やカバー率などの活動を統

合する「システム統合」の３段階があり，一つのレベ

ルでも統合が不十分だと他のレベル全体が行き詰って

しまうとされている [９]．
３）統合の形式としては，急性期から回復期，慢性期様々

なステージにあるケアの様々なサービス調整を行う

「垂直的統合 [１０]」と同じステージにある要援護者に
対し，これに関わる様々なサービス事業者間へのアク

セスの調整や連携を実施していく「水平的統合［１１］」

の大きく二つがあることが明らかにされている．

４）介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保する
ための基本的な指針第二－四の３

　　３　介護保険事業計画の達成状況の点検及び評価

　　介護保険事業計画については，各年度において，その

達成状況を点検し，その結果に基づいて対策を実施す

ること．（以下略）

５）介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保する
ための基本的な指針第二－二の１

　　１　各年度における介護給付等対象サービスの種類ご

との量の見込み

　　各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの

量の見込みについては，市町村介護保険事業計画を作

成しようとするときにおける介護給付等対象サービス

の給付の実績を分析し，かつ，評価し，要介護者等の

介護給付等対象サービスの利用に関する意向や療養病

床に入院している高齢者の実態等を把握した上で，参

酌標準（市町村介護保険事業計画において介護給付等

対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当

たって参酌すべき標準として別表第二に掲げるものを

いう．別表第一において同じ．）を参考として，次の

区分により定めることが必要である．（以下略）

６）介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保する
ための基本的な指針第一－二

　　二　介護給付等対象サービスの在り方に関する目標

（抜粋）なお，いわゆる団塊の世代が高齢期を迎える

二千十五年からその五年後，十年後である二千二十年，

二千二十五年頃，或いは自らの地域における高齢化の

ピーク時に目指すべき地域包括ケアシステムを構築す

ることを念頭において，これらの目標の設定にあたる

こと．

７）介護保険法第５条第３項（国及び地方公共団体の責
務）（今回の改正で追加）

　　３　国及び地方公共団体は，被保険者が，可能な限り，

住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう，保険給付に係る保健医

療サービス及び福祉サービスに関する施策，要介護状

態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しく

は悪化の防止のための施策並びに地域における自立し

た日常生活の支援のための施策を，医療及び居住に関

する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進す

るよう努めなければならない．

８）運営協議会については，介護保険法施行規則において，

次のように規定されている．

　　介護保険法施行規則第１４０条の６６－四（地域包括支援
センターに関し，厚生労働省令で定める事項）

　　地域包括支援センターは，当該市町村の地域包括支援

センター運営協議会（指定居宅サービス事業者等又は

これらの者に係る団体の代表者，居宅サービス等の利

用者又は第１号被保険者若しくは第２号被保険者の代

表者，地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団

体等の代表者，地域における保健，医療又は福祉に関

する学識経験を有する者等のうち，地域の実情を勘案

して市町村が適当と認める者により構成されるものを

いう．）の意見を踏まえて，適切，公正かつ中立な運

営を確保すること．

９）介護保険法（地域包括支援センター）第１１５条の４６－
５（関係者との連携に関する努力義務）（新設）

　　５　地域包括支援センターの設置者は，包括的支援事

業の効果的な実施のために，介護サービス事業者，医

療機関，民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）に定め

る民生委員，高齢者の日常生活の支援に関する活動に

携わるボランティアその他の関係者との連携に努めな

ければならない．

１０）介護保険法第１１７条の３（市町村介護保険事業計画）
（今回の改正で追加）

　　３　市町村介護保険事業計画においては，前項各号に

掲げる事項のほか，次に掲げる事項について定めるよ

う努めるものとする．（一～四　略）

　　五　認知症である被保険者の地域における自立した日

常生活の支援に関する事項，医療との連携に関する事

項，高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項そ

の他の被保険者の地域における自立した日常生活の支

援のため必要な事項

　　　また，基本指針において，次のように規定されてい

る．（今回の改正案で新設）

　　介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保する
ための基本的な指針第二－二の８

　　８　介護保険事業計画に位置付けて重点的に取り組む

ことが望ましい事項

　　地域包括ケアシステムの実現のため，今後重点的に取

り組むことが必要な，①認知症である被保険者の地域

における自立した日常生活の支援に関する事項，②医

療との連携に関する事項，③高齢者の居住に係る施策

との連携に関する事項，④その他の被保険者の地域に

おける自立した日常生活の支援のために必要な事項を，

地域の実情に応じて各市町村が判断のうえ各市町村が

重点的に取り組む事項として選択して計画に位置付け，

その事業内容等について定めることが望ましい．

１１）介護保険法第１１５条の４７（実施の委託）
　　　市町村は，老人福祉法第２０条の７の２第１項に規定

する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働

省令で定める者に対し，包括的支援事業の実施に係る
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方針を示して，当該包括的支援事業を委託することが

できる．

１２）介護保険法第１１５条の４６－５（関係者との連携に関す
る努力義務）（新設）

　　５　地域包括支援センターの設置者は，包括的支援事

業の効果的な実施のために，介護サービス事業者，医

療機関，民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）に定め

る民生委員，高齢者の日常生活の支援に関する活動に

携わるボランティアその他の関係者との連携に努めな

ければならない．

１３）高齢者虐待防止法第３条第１項（国及び地方公共団体
の責務等）

　　　国及び地方公共団体は，高齢者虐待の防止，高齢者

虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な

養護者に対する支援を行うため，関係省庁相互間その

他関係機関及び民間団体の間の連携の強化，民間団体

の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない．

　　高齢者虐待防止法第１６条（連携協力体制）
　　　市町村は，養護者による高齢者虐待の防止，養護者

による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に

対する支援を適切に実施するため，老人福祉法第２０条

の７の２第１項に規定する老人介護支援センター，介

護保険法第１１５条の３９第３項の規定により設置された

地域包括支援センターその他関係機関，民間団体等と

の連携協力体制を整備しなければならない．この場合

において，養護者による高齢者虐待についても迅速に

対応することができるよう，特に配慮しなければなら

ない．

１４）設問に関わる「市町村・都道府県における高齢者虐待
への対応と養護者支援について（厚生労働省平成１８年
４月）」の内容は以下の通り．

　　　高齢者虐待防止ネットワークの構築については，

P１７～２２，事実確認及び立入調査については，P４４～
４６，個別ケース会議については，P５７～５８，他機関と
の連携については，P８２，地域包括支援センターとの
関係については，P８９～９３．

１５）高齢者虐待防止法第１０条
　　　市町村は，養護者による老高齢者虐待を受けた高齢

者について老人福祉法第１０条の４第１項第３号又は第

１１条第１項第１号若しくは第２号の規定による措置を

採るために必要な居室を確保するための措置を講ずる

ものとする．

１６）高齢者虐待防止法第９条第２項
　　　市町村又は市町村長は，第７条第１項若しくは第２

項の規定による通報又は前項に規定する届出があった

場合には，当該通報又は届出に係る高齢者に対する養

護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が

図られるよう，養護者による高齢者虐待により生命又

は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認め

られる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉

法第２０条の３に規定する老人短期入所施設等に入所さ

せる等，適切に，同法第１０条の４第１項若しくは第１１

条第１項の規定による措置を講じ，又は，適切に，同

法第３２条の規定により審判の請求をするものとする．

　　老人福祉法第３２条（審判の請求）
　　　市町村長は，６５歳以上の者につき，その福祉を図る

ため特に必要があると認めるときは，民法第７条，第

１１条，第１３条第２項，第１５条第１項，第１７条第１項，

第８７６条の４第１項又は第８７６条の９第１項に規定する

審判の請求をすることができる．

１７）高齢者虐待防止法第２８条（成年後見制度の利用促進）
　　　国及び地方公共団体は，高齢者虐待の防止及び高齢

者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引

による高齢者の被害の防止及び救済を図るため，成年

後見制度の周知のための措置，成年後見制度の利用に

係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることに

より，成年後見制度が広く利用されるようにしなけれ

ばならない．

１８）老人福祉法第３２条の２第１項（後見等に係る体制の整
備等）

　　　市町村は，前条の規定による審判の請求の円滑な実

施に資するよう，民法に規定する後見，保佐及び補助

（以下「後見等」という．）の業務を適正に行うことが

できる人材の育成及び活用を図るため，研修の実施，

後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判

所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない．

　　同第２項
　　　都道府県は，市町村と協力して後見等の業務を適正

に行うことができる人材の育成及び活用を図るため，

前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を

行うように努めなければならない．

１９）やむを得ない事由による措置については，以下に規定

されている．

　　老人福祉法第１０条の４（居宅における介護等）
　　老人福祉法第１１条（特別養護老人ホーム等への入所）
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